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概要

兵庫県では、農作物の病害虫防除を業として行う者
（防除業者）に対し、農薬の安全な使用を確保し、人
や動物、周辺環境への影響を防ぐため、「兵庫県防除
業者に関する指導要綱」に基づいて防除業届の提出を
求めています。
兵庫県防除業届出システムまたは電子メールを使っ

た電子申請により防除業届（新設・変更・廃止）を受
け付けています。
このマニュアルでは、防除業届の「廃止」について、

兵庫県防除業届出システムを使った届出方法を説明し
ています。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/af07_000000017.html

共通：システムへのアクセス方法

兵庫県防除業届出システムへは、
下記の兵庫県ホームページ より
アクセスしてください。
※システムホームページへのリンクを設置しています
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はじめに

兵庫県防除業届出システムでは、下記種類の届出を行うこ
とができます。

新設届：兵庫県内において農作物等に対する病害虫防除の業
を営む場合に、業務を開始する日までに届け出る。
例）新規開業、事業拡大、兵庫県内初出店 等

変更届：届出事項に変更があった場合、変更が生じた日から
２週間以内に届け出る

例）①届出者の変更
【変更内容】法人：会社名、代表者、本店所在地

個人：姓、住所変更等）

②事業所の変更
【変更内容】店名変更、所在地変更等
③事業内容用の変更
【変更内容】防除の種類、事業区域、
防除区分（防除を行う農作物等）、
防除方法、使用器具・機体

廃止届：業務を廃止する場合、廃止から2週間以内に届け出
る

例）店舗閉鎖、閉店、防除部門の終了

届出は防除事業を行う事業所ごとに行ってください。
例１）神戸市のA本店と豊岡市のB支店で防除事業を行う場合、

A本店、B支店でそれぞれ別に防除業届（新設）を提出して
ください。
新設の届出提出後、法人代表者が変更された場合は。A店、

B支店それぞれ別に防除業届（変更）を「届出者の変更」とし
て提出してください。
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届出者の情報の入力２

届出者種別(法人・個人)の選択・届出日

届出者情報の入力（法人の場合）

届出者情報の入力（個人の場合）

・・６

法人３｜個人３

法人３｜個人３

・・・・・・７

・・・・・・９

届出内容の入力３

防除を行う事業所の廃止・・・・・・・・・・・11
法人６｜個人６

法人６｜個人６

その他の事項の入力４

その他【事情が複雑な場合の補足】他

マニュアル
ページ

届出者種別
ページ

法人４~５

法人４~５

個人４~５

個人４~５

届出内容の確認終 ・・・・・・・・・・・・・・16
法人11｜個人11

法人11｜個人11

・・・・・・・・・・・・・・４

届出区分（廃止）の選択 ・・・・・・・・・・５
法人２｜個人２

法人２｜個人２

利用規約への同意

システムの流れ 防除業届（廃止）

防除事業の内容（廃止年月日・廃止理由）・・・12
法人７｜個人７

法人７｜個人７

・・14

利用規約への同意/届出区分の入力１
法人１｜個人１

法人１｜個人１

備考（廃止に際して補足があれば）・・・・・13
法人８｜個人８

法人８｜個人８

法人９~10｜個人９~10

法人９~10｜個人９~10

←Ctrlを押しながらクリックする

と該当ページを表示します
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入力方法 防除業届（廃止）法人・個人共通

利用規約への同意/届出区分の入力

・利用規約をクリックし、利用規約の内容を確認する。

・チェックボックスに✓を入れる

法人１｜個人１

法人１｜個人１

利用規約への同意

１

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る
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入力方法 防除業届（廃止）法人・個人共通

利用規約への同意/届出区分の入力
法人２｜個人２

法人２｜個人２

届出区分の選択

１

・ をクリックする

入力が完了したら

・「廃止」を選択する

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る
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入力方法 防除業（廃止）法人・個人共通

届出者の情報の入力
法人３｜個人３

法人３｜個人３

２

届出者種別（法人又は個人）の選択

届出日の入力

「法人」または「個人」を選択する

・届出日（提出日）を入力する

・「法人」または「個人」の該当する方を 選択する

2025₋08₋07

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る
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入力方法 防除業（廃止） 法人

届出者の情報の入力
法人４｜

法人４｜

２

※必ず確認
代表者名および役職名は、登記簿と一致していますか？

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る

・法人所在地の郵便番号、所在地を入力

6500000 神戸市中央区下山手通○‐○

届出者の情報（法人の場合）

・届出者の名称（法人名）、代表者名（姓と名を分け
て入力）、代表者役職名（登記簿と合わせる）を入力

（株）ひょうご農援

〇〇（姓） 〇〇（名） 代表取締役

届出者（法人）の所在地

届出者（法人）名、代表者
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入力方法 防除業（廃止） 法人

届出者の情報の入力 法人５｜

法人５｜

２

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る

届出者の情報（法人の場合）

届出事務担当者

をクリックする

届出内容の確認連絡に使用します。
連絡が取れるご担当者の情報を入力してください。

0783410000

●●●●_soumu@hyogoshizaiyy.co.jp

電話番号

メールアドレス（届出に関する連絡用）

・届出事務担当者の姓と名を分けて入力

・届出事務担当部署の連絡番号を入力

・届出に関する対応を行う部署、または担当者のメール
アドレスを入力

入力が完了したら

○○（姓） ○○（名）

届に関する連絡先
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入力方法 防除業（廃止） 個人

届出者の情報の入力
｜個人４

｜個人４

２

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る

・法人所在地の郵便番号、所在地を入力

・届出者の名称（個人名）を入力
※屋号を入力する場合は、個人名の後に続けて屋号
を入力してください。 個人名（屋号）

兵庫 太郎（プラントプロテクト）

6500000 神戸市中央区下山手通○‐○

届出者の情報（個人の場合）

届出者氏名

届出者の郵便番号、住所
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入力方法 防除業（廃止） 個人

届出者の情報の入力２ ｜個人５

｜個人５

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る

届出者の情報（個人の場合）

届出事務担当者

をクリックする

届出内容の確認連絡に使用します。
連絡が取れるご担当者の情報を入力してください。

0783410000

●●●●_soumu@hyogoshizaiyy.co.jp

電話番号

メールアドレス（届出に関する連絡用）

・届出事務担当者の姓と名を分けて入力

・届出事務担当部署の連絡番号を入力

・届出に関する対応を行う部署、または担当者のメール
アドレスを入力

入力が完了したら

○○（姓） ○○（名）

届に関する連絡先
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入力方法 防除業（廃止）法人・個人共通

届出内容の入力
法人６｜個人６

法人６｜個人６

３

防除を行う事業所の廃止

・防除事業を行う事業所の所在地の郵便番号、住所
又は所在地を入力

・廃止する事業所の名称を入力

6500000 神戸市中央区下山手通○‐○

（株）ひょうご農援 ／ 兵庫太郎（プラントプロテクト）

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る
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入力方法 防除業（新設）法人・個人共通

届出内容の入力
法人７｜個人７

法人７｜個人７

３

2025₋08₋07

・防除業務を廃止する日を入力

・廃止理由を入力

例）防除部門廃止の為
閉店の為

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る

事業廃止年月日

廃止理由
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入力方法 防除業（新設）法人・個人共通

届出内容の入力
法人８｜個人８

法人８｜個人８

３

・防除業務の廃止にあたって補足することがあれば入力
・県指導要綱 第３ に基づき業務を廃止した日から２
週間以内に届を提出できなかった場合は理由を入力

をクリックする

入力が完了したら

県要綱の内容を知らなかったため、提出が遅
れました。

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る

13



入力方法 防除業（廃止）法人・個人共通

その他の事項の入力
法人９｜個人９

法人９｜個人９

４

・他に、届の内容について補足すべき内容があれば
「事情が複雑な場合についての補足」に入力

事情が複雑な場合についての補足（あれば）

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る
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すべての届出者に対して、
届出が受理され手続きが完了した後に、
兵庫県より事務担当者のメールアドレス宛てに
「届出受理完了のお知らせ」をお送りします。

【上記メールに加えて、郵送でも受理連絡を希望する場合】
「証明の郵送希望について」において、「希望する」に✓を
入れ、切手貼付済返信用封筒を県庁農業改良課あてに送付し
てください。郵送で受理完了についてお知らせします。（送
付書類は上記メールと同じ内容になります）

【郵送希望者のみ】

入力が完了したら をクリック

入力方法 防除業（廃止）法人・個人共通

その他の事項の入力
法人10｜個人10

４

法人10｜個人10

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る
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入力方法 防除業（廃止）法人・個人共通

入力内容の確認と届出
法人11｜個人11

終

法人11｜個人11

入力内容が画面に表示されます
ので、誤りがないかご確認くだ
さい。
もし間違いがあった場合は、

をクリックして入力画
面に戻り、正しい内容を再入力
してください。
内容に誤りがないことを確認で
きましたら、 をク
リックし、届を提出してくださ
い。

届出が提出されると、件名「防除業届 新設届
出到着のお知らせ」のメールが、届出者宛てに
送信されます。
このメールは、届出の受理が完了するまで削除
せず、保存しておいてください。

画面を一部省略

しています

目次へ戻る↖

目
次
へ
戻
る
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